
新潟県中越沖地震に関する緊急提言（２００７．７．１９） 

 

2007 年（平成 19 年）7 月 19 日 

阪神・淡路まちづくり支援機構 

 

 阪神・淡路まちづくり支援機構は、平成７年発生の阪神淡路大震災を契機に

弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、建築士等の専門

職能が横断的に連携し、被災者らの復興まちづくり支援を行う団体である。 

 平成 19 年 7 月 16 日に発生した新潟県中越沖地震では、甚大な被害が発生し

た。犠牲者のご冥福をお祈りし被災地と被災者の方々に心からお見舞いを申し

上げる。 

 当機構は、現下の被災地の状況に鑑み、一日も早い復旧・復興を願って、以

下のとおり緊急提言する。 

記 

１ 被災者らのための万全の避難対策を講じるとともに、高齢者、障害者等の

要援護者については、医療体制の充実、旅館、ホテル等の避難所としての活用、

緊急的措置として社会福祉施設への受入等を行うべきである。 

２ 生活の早期の安定を可能とする施策を充実させるべきである。例えば、災



害救助法 23 条 1 項 6 号に基づく“罹災住宅の応急修理”については、修理費の現

金支給を行うなどの弾力的運用を行い、また、同条項７号に基づく“生業に必

要な資金・器具・資料の給与”を実施するべきである。 

３ 復興まちづくりの円滑化に寄与するために、各被災者の住宅敷地内に公営

の仮設住宅設置を認めるとともに、私設の仮設住宅設置（いわゆる自力仮設住

宅）への支援を行うべきである。 

４ 被災者の生活再建に真に役立つ制度とするために、被災者生活再建支援法

の改正にあたり、適用要件の緩和、手続きの簡素化、住宅本体の再建・補修・

建設費用への直接給付などを行い、今回の地震に遡及適用をすべきである。 

５ 消費税をはじめとする住宅の再建・補修・取得に関する諸税について減免

等の救済措置を講じるべきである。また、被災者自身のみならず、依頼先の税

理士が被災した場合にも被災時の申告期限の延長を認めるべきである。 

６ 応急危険度判定、被害認定等の作業、さらにはこれに関連する住宅関連の

被災者向け相談について、建築士、土地家屋調査士、司法書士、弁護士等の専

門職能の積極的活用を図るとともに、被災自治体と各専門士業団体との連携を

図るべきである。 

７ 建物の耐震化の必要性を再確認し、今後の復旧・復興過程では、専門家の

関与を得ながら、より広域にわたる耐震補強を推進すべきである。とりわけ、



公的施設については耐震化を早急に行うべきである。柏崎刈羽原子力発電所の

地震に伴う事故につき、徹底した耐震基準の再点検も含めた処置を確実かつ速

やかに行い、一刻も早く被災者を安心させるべきである。 

８ 今後の復興まちづくりは、被災市民の主体的な活動を中核としつつも、こ

れを支援するための積極的な専門職能の活用を図るべきである。そして、これ

を現実的に実行可能とするために、研究組織、専門職能人材バンク等を設置す

べきである。 

以 上 

 


